
山間山添い地域水道水源開発施設整備費償還金補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 県は、山間山添い地域の水道水源の確保を図るため、市町村（一部事務組

合を含む。以下同じ。）に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、

その交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭和４０年埼玉県規

則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の定義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(１) 「団地開発等による給水人口」とは、水道事業の認可において、計画給水人

口の算出根拠となった団地開発等による社会増人口をいう。 

(２) 「補助対象率」とは、水道水源開発施設の整備を行う水道事業に係る計画給

水人口に対して、計画給水人口から団地開発等による給水人口を控除して得た給

水人口の比率であって、次に定める式により算出したものをいう。 

 「計画給水人口」－「団地開発等による給水人口」  

「計画給水人口」 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助の対象となる事業は、市町村が水道水源開発施設（独立行政法人水資

源機構（以下「機構」という。）施工のものを含む。）整備費国庫補助対象事業と

して実施する整備事業（以下「補助対象事業」という。）とする。 

 

（補助額） 

第４条 この補助金の額は、別表の事業の区分に従い、補助対象事業費に補助率を

乗じて得た額とする。なお、算出された補助額に 1,000 円未満の端数が生じた場

合には、その端数は切り捨てるものとする。 

２ 補助金は、市町村が水道水源開発施設の整備費として借入れた企業債の償還（機

構への割賦金及び公的資金補償金免除繰上償還等を含む。）に応じ交付するものと

する。 

 

（補助金交付申請書の様式及び提出期限） 

第５条 規則第４条第１項に規定する補助金交付申請書の様式は、様式第１号のと

おりとする。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出期限は、会計年度毎に定めるものとし、補助金

の交付申請をしようとする市町村に通知するものとする。 

 

（添付書類の省略） 

第６条 規則第４条第２項に規定する書類の添付は要しないものとする。 

 

（補助金交付決定通知書の様式） 

第７条 規則第７条に規定する補助金交付決定通知書の様式は、様式第２号のとお



りとする。 

 

（状況報告） 

第８条 市町村は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、

当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（事業実績報告書の様式及び提出期限） 

第９条 規則第１３条に規定する実績報告書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

２ 前項の事業実績報告書の提出期限は、補助事業等の完了後１か月以内、又は当

該補助事業等の属する会計年度の末日いずれか早い日とする。 

 

（補助金交付額確定通知書の様式） 

第１０条 規則第１４条に規定する補助金交付額確定通知書の様式は、様式第４号

のとおりとする。 

 

（補助金請求書の様式） 

第１１条 補助金を請求しようとする市町村は、様式第５号の補助金請求書を知事

に提出しなければならない。 

 

（財産の処分の制限） 

第１２条 規則第１９条ただし書きに規定する知事が定める期間は、昭和４１年厚

生省告示３５０号（補助事業等により取得した財産の処分制限期間）の例による。 

 

（処分制限財産の指定） 

第１３条 規則第１９条第２号に規定する知事の定めるものは、補助対象事業によ

り取得した価格又は効用の増加した価格が単価５０万円以上の機械及び器具とす

る。 

 

（書類の整備及び保管） 

第１４条 市町村は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、

かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければなら

ない。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年

度の翌会計年度から５年間保管しなければならない。 

 

附則 

１ この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ 機構が施行する事業のうち秩父市の浦山ダム建設に係る割賦金の補助率は３分

の１とする。 

３ 小鹿野町については、埼玉県（企業局）が負担した合角ダム建設費を町に譲渡

する水量比（12／308）で按分した金額に対し補助するため、補助率は 0.39278と

する。 



別表 

事業区分 補助対象事業費 補助率 

 

当該年度に建

設費を負担す

る事業 

 

補助対象事業の国庫補助基本額

から国庫補助金額を控除した額

に係る元利償還金（地方債借入れ

に対する償還条件による。） 

 

国庫補助金の補助率

が２分の１の事業に

あっては、３分の１ 

 

国庫補助金の補助率

が３分の１の事業に

あっては、２分の１ 

 

機構が施行す

る事業 

 

補助対象事業の国庫補助基本額

から国庫補助金を控除した額に

係る年賦償還金（現：独立行政法

人水資源機構法［平成１４年法律

第１８２号］旧：水資源開発公団

法［昭和３６年１１月１３日法律

第２１８号］に基づく機構に対す

る年賦償還条件による。） 

 

３分の２ 

 


